
委託業務特記仕様書（令和元年10月1日以降適用）

（土木工事共通仕様書の適用）

第１条 本工事は，「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」に基づき実施しなければ

ならない。なお，「徳島県土木工事共通仕様書」に定めのないもので，機械工事の施工

にあっては「機械工事共通仕様書（案）」（国土交通省総合政策局公共事業企画調整課），

電気通信設備工事にあっては「電気通信設備工事共通仕様書」（国土交通省大臣官房技

術調査課電気通信室）に基づき実施しなければならない。

２ ただし，共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書，指針，

便覧等は改定された最新のものとする。なお，工事途中で改定された場合はこの限り

でない。

（土木工事共通仕様書に対する変更仕様事項）

第２条 「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」に対する【変更】及び【追加】仕

様事項は，次のとおりとする。

（共通仕様書の読み替え）【変更】

「徳島県土木工事共通仕様書 平成28年7月」の「第1編共通編」において，「7日以内」，

「5日以内」，「7日まで」とあるのは「土曜日，日曜日，祝日等を除き10日以内」と，「翌

月5日」とあるのは「翌月10日」と，それぞれ読み替えるものとする。また，「1-1-1-3

5 工事中の安全確保」において，「建設事務次官通達，平成5年1月12日」とあるのは「国

土交通省告示第496号」に，「2-1-3-1県内産資材の原則使用」において，「請負代金額」

とあるのは「当初請負代金額」と読み替えるものとする。

（工事実績デ－タの登録）【変更】

1-1-1-6 工事実績デ－タの登録

受注者は，請負代金額が 500万円以上の工事については受注・変更・しゅん工・訂
正時に，工事実績情報サ－ビス（コリンズ）に基づき，工事実績情報として「登録の

ための確認のお願い」を作成し監督員の確認を受けた上，受注時は契約後，土曜日，

日曜日，祝日等を除き 10日以内に，登録内容の変更時は変更があった日から土曜日，
日曜日，祝日等を除き 10日以内に，しゅん工時は工事しゅん工承認後，土曜日，日
曜日，祝日等を除き 10日以内に，訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならな
い。

なお，変更登録は，工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，請負代金額

のみの変更の場合は，原則として登録を必要としない。

また，登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には，速やかに監督

員に提示しなければならない。

なお，変更時としゅん工時の間が 10 日間に満たない場合は，変更時の提示を省略
できる。



（トラック（クレ－ン装置付）における上空施設への接触事故防止装置の使用）【変更】

1-1-1-35 工事中の安全確保

7.トラック（クレ－ン装置付）における上空施設への接触事故防止装置の使用

受注者は，トラック（クレ－ン装置付）を使用する場合は，上空施設への接触事故

防止装置（ブ－ムの格納忘れを防止（警報）する装置又はブ－ムの高さを制限する装

置）付きの車両を原則使用しなければならない。なお，平成３１年度末までは経過措

置期間とするが，この期間においても使用に努めなければならない。

（建設副産物）【変更】【追加】

1-1-1-23 建設副産物

4.再生資源利用計画

受注者は，資源の有効な利用の促進に関する法律（以下「資源有効利用促進法」と

いう。）に基づく建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準

となるべき事項を定める省令（H3.10.25建設省令第19号）第8条で規定される工事，

又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）施行令第 2
条で規定される工事（以下「一定規模以上の工事」という。）において，コンクリ－

ト（二次製品を含む。），土砂，砕石，加熱アスファルト混合物又は木材を工事現場

に搬入する場合には，（一財）日本建設情報総合センタ－の建設副産物情報交換シス

テム（以下「ＣＯＢＲＩＳ」という。）により再生資源利用計画書を作成し，監督員

の確認を受けなければならない。

5.再生資源利用促進計画

受注者は，資源有効利用促進法に基づく建設業に属する事業を行う者の指定副産

物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令（H

3.10.25建設省令第20号）第7条で規定される工事，又は一定規模以上の工事におい

て，建設発生土，コンクリ－ト塊，アスファルト・コンクリ－ト塊，建設発生木材，

建設汚泥又は建設混合廃棄物を工事現場から搬出する場合には，ＣＯＢＲＩＳにより

再生資源利用促進計画書を作成し，監督員の確認を受けなければならない。

6.実施書の提出

受注者は，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には，

工事完了後速やかにＣＯＢＲＩＳにより再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実

施書を作成し，監督員に提出しなければならない。

7.ＣＯＢＲＩＳの入力方法

受注者は，ＣＯＢＲＩＳの入力において，資材の供給元及び搬出する副産物の搬出

先について，その施設名，施設の種類及び住所を必ず入力しなければならない。ただ

し，バ－ジン材を使用する生コンクリ－ト及び購入土を除くものとする。

8.舗装版切断に伴い発生する排水の処理等

受注者は，舗装版の切断作業を行う場合，切断機械から発生する排水は，排水吸引

機能を有する切断機等により回収し，回収した排水については，廃棄物の処理及び清

掃に関する法律に基づき，適正に処理しなければならない。



9.建設リサイクル法通知済証の掲示

受注者は，一定規模以上の工事においては，工事現場の公衆の見やすい場所に工事

着手日までに「建設リサイクル法通知済証」を掲示し，工事しゅん工検査が終了する

まで存置しておかなければならない。また，「建設リサイクル法通知済証」掲示後の

全景の写真は，電子納品の対象書類とし，「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木

工事編】」に基づき提出することとする。なお，「建設リサイクル法通知済証」は契

約締結後から工事着手日までの期間に発注者から支給することとする。

（工場の選定）【変更】

1-3-3-2 工場の選定

1.一般事項

受注者は，レディ－ミクストコンクリ－トを用いる場合の工場選定は以下による。

（1）JIS マ－ク表示認証製品を製造している工場（工業標準化法の一部を改正する法
律に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により製品に JIS マ
－ク表示する認証を受けた製品を製造している工場）で，かつ，コンクリ－トの製

造，施工，試験，検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者（コ

ンクリ－ト主任技士等）が常駐しており，配合設計及び品質管理等を適切に実施で

きる工場（全国生コンクリ－ト品質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく

監査に合格した工場（以下，「マル適マ－ク使用承認工場」という。）等）から選定

しなければならない。受注者は，選定した工場がマル適マ－ク使用承認工場である

場合，品質管理監査合格証の写しを使用前に監督員に提出しなければならない。

（当初未確定な部分の施工計画書）【追加】

1-1-1-5 施工計画書

4.当初未確定な部分の施工計画書

受注者は，工事着手日（設計図書に定めのある場合を除き，特別の事情がない限り，

工事開始日以降３０日以内）までに未確定な部分（施工方法等の詳細が定まっていな

い場合等）の施工計画書は作成せず，詳細が確定した段階で，当該部分の施工計画書

を作成し，監督員に提出することができるものとする。

（デジタル工事写真の小黒板情報電子化）

第３条 受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の実施を希望する場合は，監

督員の承諾を得たうえで，デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以下，「対

象工事」という）とすることができる。

２ 対象工事は，下記ホ－ムペ－ジ掲載の｢デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用

について｣に記載された全ての内容を適用することとする。

徳島県 CALS/ECホ－ムペ－ジ

｢各種ダウンロ－ド【県土整備部】- デジタル工事写真の小黒板情報電子化の運用について｣

http://e-denshinyusatsu.pref.tokushima.jp/cals/



（現場責任者）

第４条 受注者は，現場責任者を定め，契約後７日以内（７日以内に現場作業を開始す

る場合は，作業開始の前日まで）に，現場責任者の氏名，その他必要事項を記した書

面（様式１）をもって，発注者に通知しなければならない。現場責任者を変更した際

も同様とする。

２ 現場責任者は，この契約の履行に関し，業務の管理及び統轄を行うほか，この契約

に基づく一切の権限（業務委託料の変更，履行期間の変更，業務委託料の請求及び受

領，第３条第１項の請求の受理，同条第２項の決定及び通知，同条第３項の請求，同

条第４項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。）を行使することが

できる。

３ 受注者は，前項の規定にかかわらず，自己の有する権限のうちこれを現場責任者に

委任せず自ら行使しようとするものがあるときは，あらかじめ，当該権限の内容を発

注者に通知しなければならない。

４ 現場責任者は，現場作業の開始から終了の日の期間は，この業務に専任するものと

し，作業時間帯は不測の事態に備え，監督員と常時，連絡・協議を行える体制を確保

し，安全かつ円滑に業務を遂行するよう努めなければならない。

５ 現場責任者は，現場作業期間を除く日は，この業務の履行期間内であっても，他の

請負工事の現場代理人・専任を要する監理技術者・主任技術者（下請負の場合も含

む），及び別の維持管理業務の現場責任者として従事することを妨げない。

また，専任を要しない請負工事（３５００万円未満）の主任技術者として従事する

場合は，現場作業期間も含め，同様の取り扱いとする。

（現場責任者に対する措置請求）

第５条 発注者は，現場責任者又は受注者の使用人若しくは再委託等の禁止の規定によ

り受注者から業務を請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められる

ときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきこ

とを請求することができる。

２ 受注者は，前項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決

定し，その結果を請求を受けた日から３日以内に発注者に通知しなければならない。

３ 受注者は，監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは，発注

者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求する

ことができる。

４ 発注者は，前項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決

定し，その結果を請求を受けた日から３日以内に受注者に通知しなければならない。

（本業務の特記仕様事項）

第６条 本工事における特記仕様事項は，次のとおりとする。

（検査の取り扱い）

本業務において，施工後に堆砂等が生じた箇所の検査については，監督員が検査

前に出来高確認を行っている部分に限り，再施工義務の対象外とする。



徳島県東部県土整備局長 殿

受注者 住所
氏名 印

現場責任者届

業務名

上記業務の現場責任者を次の者に定めましたので、お届けします。

氏 名（生年月日） （ ． ． 生）
現場責任者の

取 得 資 格 等 顔写真を貼付
（取得資格があれば）

※１ 現場責任者と請負者との直接的な雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し等）を添付す
ること。
＜直接的な雇用関係＞現場責任者と所属建設業者との間に雇用に関する一定の権利義務関係が
存在することであり、在籍出向者や派遣社員は含めない。

※２ 取得資格等がある場合は、以下の(1)､(2)について記入及び添付をすること。

(1) 取得資格等の欄には、建設業法第７条第２号イ、ロ、ハ及び第１５条第２号イ、ロ、ハのうち
該当するものを記入すること。

(2) 資格が、建設業法第７条第２号ハ及び第１５条第２号イ、ハに該当するものは技術者取得資格
証明書の写しを、建設業法第７条２号イ、ロ及び第１５条第２号ロに該当するものは実務経験証
明書を添付すること。



別紙-1

作業場所

現場責任者　　　　　　　　　　　　

ｈ 人

ｈ 人

ｈ 人

ｈ 人

ｈ 人

ｈ 人

ｈ 人

ｈ 人

ｈ 人

h 日

ｈ 日

ｈ 日

ｈ 日

h 日

h 日

h 日

h 日

h 日

h 日

備考

　　　　　　　　　印

合計実働時間 合計

・実働時間は、休憩時間等を除く実質の作業時間とする。

作業員種別

合計実働時間 合計 備　考

名称 数量規格

作業機械名

実績日報総括表

備　考

委託業務名

委託業務箇所

そ
の
他
材
料

規格

労
務
実
績

作
業
機
械
実
績



作業日

作業場所

現場責任者　　　　　　　　　　　　

h 人

h 人

h 人

h 人

h 人

h 人

h 人

0.0 h 0 人 0

h 人

h 人

h 人

h 人

h 人

h 人

h 人

0.0 h 0 人 0小計

名称 規格等

規格 作業内容 備　考

作
業
機
械
実
績

～

～

～

～

別紙-2

実績日報

作業員 作業員種別

～

備　考

～

作業時間 実働時間

委託業務名

委託業務箇所

～

～

～

作業者名 作業内容

　　　　　　　　　印

小計

備考

～

作業機械名 作業時間 実働時間

～

数量

・実働時間は、休憩時間等を除く実質の作業時間とする。

～

～

～

小計

労
務
実
績

運転手

そ
の
他
材
料



作業日：令和　　年　　月　　日（　）

撮影場所：

撮影時刻：

撮影作業員名：

撮影場所：

撮影時刻：

撮影作業機械名：

撮影場所：

撮影時刻：

撮影その他材料名(作業状況)：

別紙-3

作業機械実績

その他材料写真

実　績　日　報　写　真

労務実績写真

集合写真

作業機械写真

その他材料・
作業状況写真


